
確

申
定

告

令和２年分の所得税確定申告書・住民税申告書の
提出期間……………　２月16日㈫～３月15日㈪
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あなたは所得税や住民税の申告をする必要があるでしょうか？

所得税の確定申告が
必要です。

給与以外の所得が
ありましたか。

年末調整は済ん
でいますか。

令和２年中に収入はありましたか。
あった場合にはどのような収入ですか。

【スタート】
令和３年１月１日に芝山町に
お住まいですか。

住民税の申告が必要です。

給与収入
ですか。

年金収入
ですか。

給与・年金収入
以外ですか。

公的年金以外の
所得がありますか。

所得税の確定申告が必要です。ただし、公的年金の収入
400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の方で
所得税の還付がない場合は住民税申告が必要です。

住民税の申告は１月１日現在にお住まいの
市町村へ提出してください。
（所得税確定申告は現住所地の管轄税務署
へ提出してください）

原則として、申告の
必要はありません。
今後、住民税申告書
が届いた場合には申
告が必要となります。

原則として、申告の
必要はありません。
今後、住民税申告書
が届いた場合には申
告が必要となります。

町内にお住まいの親
族が、あなたを扶養
親族として年末調整
または申告しますか。

給与以外の所得が20万円
を超えていますか。

住民税の申告が
必要です。

２カ所以上から給与
をもらっていますか。

所得税の確定申告が
必要です。 社会保険料や医療費、扶養親族など

追加する控除はありますか。

■申告に必要なもの

共　　　　　通
印鑑（スタンプ印不可）
本人確認ができるもの（マイナンバーカードまたは通知カード＋運転免許
証など）

給与・年金所得 源泉徴収票（原本）
事　業　所　得

（農業、営業、不動産）
収入や経費が分かる書類・帳簿
支払調書（不動産所得で発行されている場合）

雑　　所　　得 保険会社から送付される個人年金支払調書または支払証明書、支払通知書
一　時　所　得 保険会社から送付される一時所得の支払通知書�

医 療 費 控 除
セルフメディケーション税制の明細書、医療費控除の明細書
医療費通知書（医療費のお知らせ）
おむつ証明書などの各種証明書

社会保険料控除
国民年金保険料控除証明書
国保税（料）、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書（他市区町村
の場合）

生命保険料控除・
地震保険料控除 保険会社などが発行する控除証明書など

寄 附 金 控 除 寄附先の発行する寄附金受領証明書など
障 害 者 控 除 障害者手帳や障害者控除対象者認定書など
勤労学生控除 在学証明書
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・�
事
業
な
ど
を
開
始
し
て
初
め
て
の

申
告

・
配
当
所
得
の
申
告

・�

雑
損
控
除
（
台
風
災
害
な
ど
の
控

除
）
の
申
告

・
山
林
所
得
の
申
告

・�

贈
与
税
、相
続
税
、消
費
税
の
申
告

・�

譲
渡
所
得
（
土
地
、建
物
、株
式
、

会
員
権
の
売
却
な
ど
）
の
申
告

・�

青
色
申
告（
事
業
、不
動
産
所
得
な
ど
）

・
過
年
度
分
の
申
告

・�

準
確
定
申
告
（
亡
く
な
っ
た
方
の

申
告
）

・
太
陽
光
売
電
収
入
の
申
告

※�

役
場
の
相
談
の
日
程
表
は
、
広
報

し
ば
や
ま
令
和
3
年
1
月
号
ま
た

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

・�

来
場
さ
れ
る
際
は
、
マ
ス
ク
の
着

用
や
少
人
数
で
の
来
場
、
手
指
の

消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

・�

発
熱
（
37
・
5
度
以
上
）
な
ど
の

症
状
が
あ
る
方
や
体
調
の
す
ぐ
れ

な
い
方
は
、
無
理
を
せ
ず
に
後
日

改
め
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

・�

受
け
付
け
の
際
は
、
来
場
者
の
お

名
前
や
地
区
名
、
電
話
番
号
、
体

温
を
ご
記
入
い
た
だ
き
ま
す
。

・�

待
合
室
で
の
密
集
を
防
ぐ
た
め
、

席
の
間
隔
を
空
け
て
座
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ま
た
、
入
室
で
き
る

人
数
を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ
く
た

め
、
庁
舎
の
ロ
ビ
ー
や
自
家
用
車

内
で
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。
（
申
告
時
間
が
近
づ

き
ま
し
た
ら
、
お
電
話
で
お
呼
び

し
ま
す
）

・�

定
期
的
に
相
談
会
場
や
待
合
室
の

換
気
を
行
い
ま
す
の
で
、
各
自
で

防
寒
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

・�
相
談
会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、

事
業
所
得
の
収
支
内
訳
書
や
医
療

費
控
除
の
明
細
書
は
、
事
前
に
作

成
を
お
願
い
し
ま
す
。

・�

飛
沫
対
策
の
た
め
、
飛
沫
防
止

シ
ー
ト
を
設
置
し
ま
す
。

・�

テ
ー
ブ
ル
、
イ
ス
は
適
時
消
毒
作

業
を
行
い
ま
す
。

⑴
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

　
給
与
所
得
控
除
額
を
一
律
10
万
円

引
き
下
げ
、
そ
の
上
限
額
が
適
用

さ
れ
る
給
与
な
ど
の
収
入
金
額
が

8
5
0
万
円
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、

そ
の
上
限
額
を
1
9
5
万
円
に
引
き

下
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

⑵
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

　
公
的
年
金
等
控
除
額
を
一
律
10
万

円
引
き
下
げ
る
こ
と
と
さ
れ
、

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

1
，
0
0
0
万
円
を
超
え
る
場
合
の

控
除
額
に
つ
い
て
、
上
限
を
設
け
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

⑶
基
礎
控
除
の
見
直
し

　
基
礎
控
除
に
つ
い
て
、
控
除
額
を

一
律
10
万
円
引
き
上
げ
る
と
と
も
に

合
計
所
得
金
額
が
2
，
4
0
0
万
円

を
超
え
る
個
人
に
つ
い
て
は
そ
の

合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て
控
除
額

が
逓
減
し
、
合
計
所
得
金
額
が

2
，
5
0
0
万
円
を
超
え
る
個
人
に

つ
い
て
は
基
礎
控
除
の
適
用
は
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。

⑷�

ひ
と
り
親
控
除
の
創
設
と
寡
婦
控

除
の
見
直
し

　
ひ
と
り
親
控
除
が
創
設
さ
れ
る
と

と
も
に
寡
婦
控
除
に
つ
い
て
見
直
し

が
行
わ
れ
、
居
住
者
が
ひ
と
り
親
で

一
定
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
場

合
に
は
、
ひ
と
り
親
控
除
と
し
て
そ

の
者
の
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
、

退
職
所
得
金
額
ま
た
は
山
林
所
得
金

額
か
ら�

35
万
円
を
控
除
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
寡
婦
控
除
に
つ
い
て
扶
養

親
族
を
有
す
る
寡
婦
の
合
計
所
得
金

額
が
5
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

が
要
件
と
な
る
こ
と
や
、
事
実
上
婚

役
場
で
申
告
が
受
け
ら
れ
な
い

確
定
申
告　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策

令
和
２
年
分
確
定
申
告
か
ら

適
用
さ
れ
る
主
な
税
制
改
正

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
者
が
い
な
い
こ
と
な
ど
の

要
件
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

⑸
青
色
申
告
特
別
控
除

　
取
り
引
き
を
正
規
の
簿
記
の
原
則

に
従
っ
て
記
録
し
て
い
る
者
に
係
る

青
色
申
告
特
別
控
除
の
控
除
額
を

55
万
円
に
引
き
下
げ
る
一
方
、
取
り

引
き
を
正
規
の
簿
記
の
原
則
に
従
っ

て
記
録
し
て
い
る
者
で
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
も
の
に
係
る
青
色
申
告

特
別
控
除
の
控
除
額
を
65
万
円
と
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

⑹
所
得
金
額
調
整
控
除

　
所
得
金
額
調
整
控
除
に
は
、
次
の

控
除
制
度
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
給
与

所
得
の
金
額
か
ら
一
定
の
金
額
を
控

除
す
る
制
度
で
す
。

①�

子
ど
も
・
特
別
障
害
者
な
ど
を
有

す
る
者
等
の
所
得
金
額
調
整
控
除

　
そ
の
年
の
給
与
な
ど
の
収
入
金
額

が
8
5
0
万
円
を
超
え
る
居
住
者

で
、
次
に
掲
げ
る
者
の
総
所
得
金
額

を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
給
与
な
ど

の
収
入
金
額
か
ら
8
5
0
万
円
を
控

除
し
た
金
額
の
10
％
に
相
当
す
る
金

額
が
、
給
与
所
得
の
金
額
か
ら
控
除

さ
れ
ま
す
。

・�

本
人
が
特
別
障
害
者
に
該
当
す
る
者

・�

年
齢
23
歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
有

す
る
者

・�

特
別
障
害
者
で
あ
る
同
一
生
計
配
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